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令和７年第３回教育委員会定例会会議録 

 

１．開会日時及び場所 

   開会 令和７年３月14日（金）午後２時00分 

   場所 能勢町役場本館会議室（１） 

 

２．出席委員 

職務代理者 泉 孝英  委 員 市村 依子  委 員 的場 麻子 

委 員 中澤 安弘 

 

３．事務局職員出席者 

教育次長 百々 孝之、学校教育総務課長 古畑 まき 

学校教育総務課付学校指導担当課長 川本 重樹、生涯学習課長 奥 成久 

学校教育総務課教育総務担当 主事 村角 和儀 

 

４．傍聴者数 ２名 

 

５．議事の次第  

百々次長 

 

泉職務代理者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

百々次長 

 

 

 

＜開会＞ 

 

＜挨拶＞ 

本日は朝からささゆり学園の卒業式でした。お疲れ様でございました。 

45名の生徒が卒業され、式の後半では多くの生徒が涙を流している光景も見

受けられて、初々しさを感じたところであり、これから先も数多くの卒業生が

巣立っていく良い学校になればと感じたところです。 

その他、この時期、山火事等も発生しております。私自身、消防団に所属し

ていたこともあって火災等には特に敏感になっているところです。本町は山裾

に建つ家が多くあることから、十分に気を付けていただきたいと思います。 

それでは定例会を始めてまいります。会議録の署名について、第３回定例会

会議録署名委員は、市村委員にお願いします。 

それでは議事に入ります。 

議案第９号「能勢町野間の大けやき保護増殖検討委員の委嘱について」を議題

とします。事務局の説明を求めます。 

 

本件につきましては、本月 31 日付任期満了に伴い、野間の大けやき保護増殖

検討委員会設置要綱第３条第２項の規定により、次期委員を委嘱することについ

て、教育委員会の承認を求めるものです。 

今回委嘱する委員については、表に掲げる７名となっています。１名が新任委
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泉職務代理者 

 

 

 

 

 

一同 

 

泉職務代理者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泉職務代理者 

 

 

 

泉職務代理者 

 

 

 

百々次長 

員となり、６名が前期から引き続いての委嘱となります。 

なお、参考資料として添付している前期の委員構成と比較すると、１名増とな

っております。これについては、現に委員として就任していただいている NPO 法

人大きな樹の平田理事長が野間稲地区長を兼ねておられましたが、板谷氏が区長

に就任されたことに伴うものです。 

任期については、同要綱第３条第３項の定めるところにより、本年４月１日か

ら令和９年３月 31 日までの２年間としています。 

議案第９号についての説明は以上です。ご審議の上、お認めいただくようよ

ろしくお願いします。 

 

説明が終了しました。 

何か質疑はございませんか。 

 

 特にないようですので、これから採決を行います。議案第９号は原案のとお

り承認してよろしいですか。 

 

異議なし。 

 

異議がないようですので、議案第９号は承認することに決定しました。 

 

続きまして、議案第１０号「能勢町立能勢ささゆり学園の教職員の人事異動に

ついて」を議題としますが、この議案については人事に関する案件ですので、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第７項ただし書の規程により、

非公開といたします。 

 

（傍聴人退席） 

 

※議案第１０号承認 

 

これより会議を公開いたします。 

 

（傍聴人入室） 

 

続きまして、議案第 11 号「能勢町教育委員会事務分掌規則の一部改正につい

て」並びに報告第 1 号「臨時代理事項の報告について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

 

報告第１号については、教育委員会議を開く暇がないとの判断のもと、教育長
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泉職務代理者 

 

 

 

 

 

一同 

 

泉職務代理者 

職務代理者の臨時代理により事務処理した地方自治法第 180条の２の規定に基づ

く協議（回答）について報告をし、承認を求めることとするものです。 

また議案第 11 号は、町長部局における令和７年４月１日付機構改革に合わせ、

教育委員会事務局の組織体制を見直すこととなるため、事務分掌規則を改正する

ことにつき、承認を求めるものです。 

今般の機構改革では、まちの PR やプロモーションを行うため「魅力創造課」が

新設となります。変更内容に記載のとおり「観光」、「商工」と「伝統文化」を担

当する窓口を一元化とするため、淨るりシアター、伝統文化継承を所管している

生涯学習課の一部、淨るりシアターの所管が町長部局に移管されることとなりま

す。 

報告については、町長の権限に属するものとするために、地方自治法に基づく

協議があり、承認するものとして回答を行っております。 

次に、事務分掌規則の改正です。淨るりシアター及び伝統文化継承に関する事

務の町長部局への移管に伴い、所要の改正を行うものです。 

７ページの新旧対照表をお願いします。別表中、生涯学習課の項目にある（８）

淨るりシアターの管理運営に関すること、（９）芸術文化及び舞台の創造に関する

こと、（10）伝統文化の継承に関することを削り、項目番号のずれが生じるため、

（11）を（８）とするなど、（15）までを改正するものです。 

３ページに戻っていただいて、附則です。今回の規則改正に伴い、附則の第２

条のとおり関連する規則として、能勢町教育委員会公印規則の一部を改正するこ

ととしております。 

９ページの能勢町教育委員会公印規則の新旧対照表をお願いします。淨るりシ

アターの移管に伴うもののほか、規定の整理を行うこととして、第２条及び別表

を記載のとおり改めることとしています。 

再度３ページをお願いします。附則第１条に規定しているとおり、この規則改

正は令和７年４月１日からの施行としております。 

報告第１号、議案第 11 号についての説明は以上です。ご審議のうえ、お認めい

ただきますようよろしくお願いします。 

 

説明が終了しました。 

何か質疑はございませんか。 

 

 特にないようですので、これから採決を行います。議案第11号及び報告第１

号は、原案のとおり承認してよろしいですか。 

 

異議なし。 

 

異議がないようですので、議案第 11 号並びに報告第 1 号は、承認することに
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百々次長 

 

 

 

 

 

泉職務代理者 

 

 

 

一同 

 

泉職務代理者 

 

 

百々次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決定しました。 

 

続きまして「令和７年第２回定例会会議録」の承認を行います。 

何か意見などがあればお願いします。 

 

 事務局から２点ございます。 

 ３ページ、４番目の古畑課長の発言。スポットクーラーの金額に関する部分

ですが、発言の最後に「。」が抜けておりましたので、追加いたします。 

 続いて、６ページ、３番目の古畑課長の発言。給食材料費に関する内容です

が、発言の最後が「、」となっておりますところを「。」に修正いたします。 

 

 その他、お気付きの点等ございますでしょうか。 

ないようですので、「令和７年第２回定例会会議録」について、事務局からの

修正箇所を訂正の上、承認してよろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

「令和７年第２回定例会会議録」を訂正の上、承認します。 

次に、教育次長より「教育長報告」をお願いします。 

 

３月14日(金)能勢ささゆり学園卒業式、総合教育会議に出席しました。 

この定例会終了後に、奨学資金運営委員会がございますので出席予定と 

なっております。 

３月15日(土)みどり丘幼稚園の卒園式に出席予定。  

３月17日(月)校長・副校長会に出席予定。 

３月19日(水)教頭会に出席予定。 

３月24日(月)豊能地区教職員人事協議会に代理での出席予定。 

３月27日(木)教育委員会臨時会がございます。 

３月31日(月)教職員退職者等の辞令を泉職務代理者から交付いただく予定と

しております。 

 

引き続き「議会関係」です。 

議会の方は４日から始まり、４日・５日が一般質問、６日が本会議でございま

した。本会議では人事案件が出まして、教育長・教育委員について承認されたと

ころでございます。 

また、７日については補正予算の常任委員会がございました。 

10日には、補正予算の採決が行われたところです。 

12日については、教育委員会所管の当初予算に係る常任委員会がございまし
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泉職務代理者 

 

百々次長 

 

 

 

た。 

 

また「令和７年能勢町議会３月定例会議～一般質問と答弁～」という資料を付

けさせていただいております。 

今回、教育委員会に対してお二人の方からご質問がございました。 

まず、岡本ひとし議員からは、教育委員会の現状について、ということでご質

問がございました。教育委員会からは、職務代理者の根拠に関することについて

答弁をさせていただいたところでございます。 

 

続いて、中西顕治議員からは、大阪万博に関する内容の質問がございました。 

能勢ささゆり学園においては、校外学習として４月下旬から６月上旬にかけて

全学年が参加する方向で検討を進めているものでございます。 

また、参加するにあたり４月の上旬に、学校管理職を含めた教職員がテストラ

ンに参加し、会場の確認を行う予定となっております。 

加えて、保護者負担を軽減させる目的から、令和７年度当初予算に会場までの

移動手段に係る経費を計上しているものでございます。 

 

 続いて井上加奈子議員からは、町長が質問の相手方になっていたものですが、

旧小中学校の体育館利用について、ご質問がございました。 

 旧小中学校の体育館については、今年度３月末をもって、一般の団体への利用

が終了するとの通知が出ているところでございます。 

 答弁の中でB＆G海洋センターや、体育連盟に関する内容が含まれておりました

ので、教育委員会としてどのような点が懸念されるかをお伝えさせていただきま

した。 

 具体的には、旧小中学校の体育施設を利用されていた団体が、全てB＆G海洋セ

ンターに移行した場合、必ずしも受け皿としてなり得るかどうかという点につい

て、これは、中々悩ましいところであると思っているところでございます。 

 能勢町全体で考えた際にも、これは大きな方針の転換点であると考えており、

今後については、新教育長のお考えも踏まえて、我々として対応を考えていかな

ければならないと思っているところでございます。 

 報告については以上です。 

 

その他、何かございませんか。 

 

その他といたしまして、令和７年度の能勢町教育基本方針（案）について、概

要の説明をさせていただきます。 

まず、全体的なこととして、毎年この時期に教育委員会議にお諮りして策定し

ているこの教育基本方針ですが、基本的には、大阪府の「令和７年度 市町村教
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育委員会に対する指導・助言事項」を基に作成しているところです。 

それでは、Ａ４資料の令和６年度との比較表に基づいて順次説明をさせていた

だきます。左側が令和７年度の案、右側が令和６年度の方針です。黄色着色して

いるところが変更した箇所です。 

１ページの目次のところ、Ⅰの基本方針からⅣの重点施策まで、方針の構成と

しては令和６年度と同様となっています。ただし項目名が一部変更となってお

り、「２（５）健康教育の充実」「６（１）子どもたちの生命・身体を守る」「６

（２）自然災害等に備えた安全・安心な教育環境の確保」に項目の名称を変更し

ています。 

また、町の機構改革により淨るりシアターが町部局に移管されることに伴い該

当する部分について削除を行っています。 

なお、資料２ページ「（６）芸術文化創造活動の推進」が削除となりますが、黄

色着色と見え消しが抜けていますので修正をお願いします。 

次に、重点課題と重点施策ですが、重点課題については令和６年度同様７つ、

先ほどと同様の理由により「７ 社会体育の推進」に変更しています。 

重点施策については、（６）芸術文化創造活動の推進が削除となるため１項目減

り、25項目としています。重点課題の内容については、令和６年度と同様となっ

ております。 

別冊の「令和７年度に取り組む主な事業」については、現在作成中です。この

方針の策定を議案として提出する予定の、３月27日（木）の臨時会の際にお示し

することとしていますので、よろしくお願いします。 

次に、２ページから３ページの「はじめに」のところです。一部文言を修正し

ているほか、GIGAスクール構想第２期を踏まえた内容に変更を行っています。生

涯学習の分野では文言整理のほか、淨るりシアターが町部局に移管されることに

伴い該当する箇所について削除を行っています。 

５ページ「①カリキュラム・マネジメントの充実」は、大阪府の指導・助言事

項を参考に記載内容を変更しています。６ページの「②情報活用能力と情報モラ

ルの育成」についても同様です。その他６ページから７ページにかけては文言修

正を行っています。 

８ページ「②英語力の育成」は、「STEPS in OSAKA」や「BASE in OSAKA」等の

デジタルコンテンツを活用する内容の大阪府の指導・助言事項を参考に追加して

います。その下「③自学自習力の育成の推進」は、現状に即した内容で記載内容

を変更しています。 

８ページ下段「②教職員間連携及び地域協働活動の充実」は、文言修正のほ

か、現在取り組みを行っている地域高２留学制度に記載内容の変更を行っていま

す。12ページ「②不登校児童生徒への支援とその指導体制の確立」は、義務教育

卒業後の進路の多様化も踏まえ記載内容の変更を行っています。 

13ページ「（４）体力づくりの取組みの充実」は、「①体力づくりの推進」と
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泉職務代理者 

 

百々次長 

「②体育活動中における事故の防止」の２項目立てとしています。これは、「②体

育活動中における事故の防止」の項目が、昨年までは、20ページ「（２）危機管理

体制の充実」の項目に含まれていましたが、大阪府の指導・助言事項の記載内容

と整合させるためにこの項目に移動しています。 

その下、「（５）健康教育の充実」は、大阪府の指導・助言事項を参考に記載内

容の変更を行っています。 

16ページ「（１）コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の充実」と

「（２）地域社会づくりと家庭教育への支援」については、コミュニティ・スクー

ルと地域学校協働本部の関係性を整理し、記載内容の変更を行っています。 

18ページ、19ページ「②労働安全衛生体制の充実」は、能勢ささゆり学園にお

いて教職員衛生委員会を設置している実態に合わせて記載内容の変更を行ってい

ます。その下、「（４）部活動の取組」、「６ 学びを支える環境整備」は、文言修

正のほか令和７年４月の機構改革を踏まえ部局名称の変更を行っています。 

20ページ「②学校安全の取組」は、大阪府の指導・助言事項を参考に道交法改

正の内容を踏まえ追加しています。 

その下「④個人情報の適正な取扱い」は、教育ＤＸの内容を踏まえ、情報セキ

ュリティポリシーの策定を追加しています。見え消し部分については、今後策定

を予定している情報セキュリティポリシーに具体的なセキュリティ対策の内容が

含まれているため、この項目から削除を行っています。 

その下から21ページにかけて「（２）自然災害等に備えた安全・安心な教育環境

の確保」は、先ほど説明した項目を移動したことにより削除したことによる項目

番号ズレを修正しています。 

その下「７ 社会教育の推進」に項目名の変更を行っています。また24ページ

「（６）芸術文化創造活動の推進」は、先述した機構改革を踏まえ削除を行ってい

ます。 

大変雑ぱくな説明となりましたが、本方針の概要説明は以上のとおりです。 

この方針については、３月27日（木）開催予定の臨時会において正式に議案と

して提出したいと考えており、その開催通知を24日（月）に送付する予定として

います。 

その際に別冊も含めて委員の皆様に届けたいと考えていますので、タイトな日

程になり申し訳ございませんが、ご一読いただいたうえ、来週３月19日（水）ま

でにご意見、ご指摘をいただければと思います。いただきましたご意見等を踏ま

え、また事務局においても改めて精査を行った上、別冊と合わせて成案を作成し

ていきたいと考えますので、よろしくお願いします。 

 

 他に何かございますか。 

 

 続いて、後援名義の使用許可について事務局より説明させていただきます。 
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泉職務代理者 

 

奥課長 

 

 

 

 

 

 

泉職務代理者 

 

 

 

 

 

一同 

 

泉職務代理者 

 

 

百々次長 

 

 

 

泉職務代理者 

 

百々次長 

 

 

 

 

 

 

 ※配付資料により説明 

 ・まいどハッピーフェス 令和7年2月26日許可 

 ・令和7年度能勢町体育連盟事業 令和7年3月4日許可 

 ・第56回大阪学童保育研究集会 令和7年3月6日許可 

 

 その他、何かございますでしょうか。 

 

 生涯学習課から事業報告をさせていただきます。 

 3月2日に開催されました久住昌之氏の講演会ですが、参加者が256人。半分を少

し上回る程度でございましたが、内容としてはとても盛り上がって充実したもの

であったと思います。 

 3月22日の立川談春さんの独演会ですが、まだ購入可能となっておりますので、

ご参加いただけますと幸いです。 

 

 他に何かございますでしょうか。 

ないようですので、次回定例会等の日程調整を行います。 

 

令和７年第４回定例会を４月24日（木）午後２時としておりましたが、よろし

いでしょうか。 

 

異議なし。 

 

令和７年第４回定例会は、４月24日（木）午後２時からに決定します。 

続きまして、令和７年第５回定例会の日程調整を事務局からお願いします。 

 

例年、５月の最終週に開催しておりましたが、教育長が４月１日に就任されるこ

ととなっておりますので、日程調整については、教育長就任後に確認をさせていた

だき、改めて日程調整をさせていただきたいと思います。 

 

他にございませんか。 

 

的場教育委員が３月20日を以って任期満了を迎えられご退任されることとなり

ました。 

的場委員におかれましては、令和３年３月に就任されて以来、能勢ささゆり学園

の保護者として、学校運営に関することについて様々にご助言をいただきました。

また、令和４年12月から民生委員・児童委員協議会の参与に就任されるとともに、

子ども子育て会議委員として令和３年３月からご就任いただき、子ども・子育て支

援事業計画の策定に向けて会議に参画いただいておりました。 
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的場委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泉職務代理者 

お仕事をされている傍ら、幾つもの大役をお引き受けいただいたことに改めて感

謝申し上げます。大変ありがとうございました。 

それでは、本日の定例会が最後となりますので、的場委員より一言ご挨拶をお願

いできればと思います。的場委員よろしくお願いします。 

 

４年間、皆様お世話になりまして、ありがとうございました。 

４年前には、まさかこのような大役が回ってくるとは思いもよりませんでした。 

最初は自分には務まらないと感じ、お断りしようかと考えておりましたが、当時 

から福祉課に在籍しており、その当時の福祉部長に「引き受けてみれば自分の人生

の糧になるのでは」と後押しの言葉をいただき、自分の中でも考えた結果、教育委

員をお受けすることといたしました。 

色々と大変なこともありましたが、学校というものに対して、保護者の目線から

は見えない部分を見ることが出来て、私の中で大変勉強になったと感じておりま

す。 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたが、この４年間は私の人生の中でも、

とても価値のある、勉強になった４年間でした。ありがとうございました。 

簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。 

 

 

それでは、本日の定例会を終了いたします。 

 

  

       （閉会 午後３時00分） 

 

 


